
菊池市役所
☎（25）1111

七城総合支所
☎（25）1000

旭志総合支所
☎（37）3111

泗水総合支所
☎（38）2111

※夫婦＋子ども2人の場合、子どものうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※この住民税は所得割に係るもので、このほかに均等割（年額 4,500 円）が加算されます。
★このモデルケースはあくまでも税源移譲による負担変動を表したものであり、平成１９年から定率減税が廃止されるなどの影響があることに
ご留意ください。

※子どものうち、１人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※この住民税は、所得割に係るもので、このほかに均等割（年額 4,500 円）が加算されます。

税源移譲以外の変更点
　平成 11年から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた、
定率減税が廃止されます。
　所得税は、平成 19年 1月分、住民税は平成 19年 6月分からです。

定率減税が廃止されます
　ほとんどの皆さんは、１月分から所得税が減り、
そのぶん６月分から住民税が増えることになります。
　しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」
の負担は基本的には変わりません。

　「地方のことは地方で」という方針のもと、地方分権を積極的に進
めていく「三位一体改革」が実現します。
　その柱といえるのが、今回の「税

ぜい

源
げん

移
い

譲
じょう

」です。税源移譲では、所
得税（国税）と住民税（地方税）の税率を変えることで、国の税収が
減り、地方の税収が増えることになります。
　およそ３兆円の税源が、国から地方へ移譲されます。

　税源移譲によって、地方は必要な
財源を直接確保できるようになりま
す。これにより、住民はより身近で、
よりよい行政サービスを受けられる
ようになります。

平成19年から税源移譲により、所得税と住民税の税率が変わります

何が変わるの？ どう変わるの？

平成19年から

あなたの所得税・住民税が変わります
問い合わせ先　税務課市民税係、各総合支所総務振興課税務係
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